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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセグメントを設置海域で接合して浮体構造物を構築する方法であって、
　前記浮体構造物の設置域に消波構造体を海底に固定されたアンカーと係留索を介して設
置した後、前記消波構造体に、中間部に中間ウェイトが介設された結合係留部材を介して
セグメントを係留し、前記係留されて位置決めされたセグメントに前記消波構造体による
静穏域で順次セグメント同士の相対変位を許容する相互結合部材を介して接合して前記浮
体構造物を構築することを特徴とする大型浮体構造物の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、洋上に設置する浮体構造物の構築方法に関し、特に、大型の浮体構造物を設置
海域において構築する大型浮体構造物の構築方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、洋上に設置する浮体構造物は、湾内や防波堤によって囲まれた波浪の少ない静穏海
域で波浪の少ない時期を選んで構築し、設置海域まで船舶で曳航して係留設置するのが一
般的である。
【０００３】
ところで、近時、沖合いに大型の浮体構造物を設置し、飛行場，港湾施設又はレジャー施
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設等に利用することが考えられているが、このような大型の浮体構造物は、静穏海域で構
築して設置海域まで曳航することは現実的でない。このため、複数のセグメントに分割製
作し、各セグメントをその設置海域で接合して構築することが考えられている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、分割製作されたセグメントを設置海域である洋上で接合して浮体構造物を
構築する場合には、波浪の影響を受けるために各セグメントの位置決め及び接合作業が極
めて難しく、特に、大型の浮体構造物では長い施工期間を要して台風シーズン等波浪の高
い時期にも作業が継続されるため、波浪の影響を排除して位置決め及び接合することので
きる構築工法の開発が望まれている。
【０００５】
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであって、波浪の影響を受けることなく設置海
域でセグメントを位置決め・接合して大型浮体構造物を構築することのできる、大型浮体
構造物の構築方法を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成する本発明の大型浮体構造物の構築方法は、複数のセグメントを設置海
域で接合して浮体構造物を構築する方法であって、前記浮体構造物の設置域に消波構造体
を海底に固定されたアンカーと係留索を介して設置した後、前記消波構造体に、中間部に
中間ウェイトが介設された結合係留部材を介してセグメントを係留し、前記係留されて位
置決めされたセグメントに前記消波構造体による静穏域で順次セグメント同士の相対変位
を許容する相互結合部材を介して接合して前記浮体構造物を構築することを特徴とする。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本願発明の実施の形態について説明する。
【０００８】
図１は本願発明に係る大型浮体構造物の構築方法を適用して洋上に設置された大型浮体構
造物の平面図，図２は図１のＸ部拡大図を示す。
【０００９】
大型浮体構造物１０は、平面形状が例えば４０００ｍ×１０００ｍの長方形状の矩形の平
板状であって、複数のセグメント１２（１２Ａ，１２Ｂ）を洋上で接合して構築され、海
面に浮かび、その外洋側に隣接して当該浮体構造物１０を囲むように複数の消波構造体と
しての浮消波堤２０が配設されている。
【００１０】
浮消波堤２０は、詳細は示さないが、浮き部材（フロート）を備えて水面に浮遊状態で設
置され、波を反射させると共に内部に設けた遊水室で位相差を生じさせたり摩擦等を利用
して消波し、外洋から打ち寄せる波浪のエネルギーを減衰させて消波するものであり、平
面形状が細長い矩形状であって通常その長辺を浮体構造物１０の外辺１０Ａと平行とし、
海底に固定されたアンカーに端部が結合されたチェーン等の係留索３０によって係留され
ている。
【００１１】
大型浮体構造物１０は、浮消波堤２０に連結チェーン５０を介して結合されており、当該
浮消波堤２０に係留されてその消波域内に設置されているものである。
【００１２】
上記のごとき大型浮体構造物１０は、その設置域の洋上で複数のセグメント１２を接合し
て中間ユニット１１を構築し、更にこれら中間ユニット１１を接合することで構築される
。以下、その構築工程を、工程毎の側面図を示す図３に基づいて説明する。
【００１３】
まず、図３（Ａ）に示すように、浮消波堤２０を、大型浮体構造物１０の設置海域を囲む
所定位置に設置する。即ち、浮消波堤２０と海底に固定されたアンカー４０とを係留索３
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０を介して結合して、浮消波堤２０を所定位置に係留する。
【００１４】
次いで、図３（Ｂ）に示すように、係留設置された浮消波堤２０に、大型浮体構造物１０
の外辺部を構成するセグメント１２Ａを結合係留部材としての位置決め連結索６１を介し
て結合して浮消波堤２０による静穏域に位置決め状態で係留し、このセグメント１２Ａに
、図２と対応する部分平面図である図４に示すように、中間ユニット１１を構成する他の
セグメント１２Ｂを相互連結部材６２を介して連結すると共に、セグメント１２Ｂ同士を
相互連結部材６２を介して連結する。
【００１５】
浮消波堤２０にセグメント１２Ａを結合する位置決め連結索６１は、浮消波堤２０にセグ
メント１２Ａを相対変位を許容しつつ係留し得るように、チェーン等両者の自由な移動を
妨げない索部材によって形成され、中間に中間ウェイト６１Ａが介設されているものであ
る。
【００１６】
また、セグメント１２Ａとセグメント１２Ｂ及びセグメント１２Ｂ同士を結合する相互連
結部材６２は、両者の相対変位を許容するチェーンや鋼索を用いる。
【００１７】
そして、セグメント１２Ａ及びセグメント１２Ｂを接近させて、ジャッキによって締結し
た後溶接する等によって一体に接合して中間ユニット１１を構築し、更に、このようにし
て構築された中間ユニット１１を結合して大型浮体構造物１０を構築する。その結果、図
３（Ｃ）に示すように、大型浮体構造物１０が浮消波堤２０に位置決め連結索６１を介し
て係留された状態となる。
【００１８】
浮消波堤２０と大型浮体構造物１０を結合する（大型浮体構造物１０を浮消波堤２０に係
留する）連結チェーン５０は、利用可能であれば位置決め連結索６１をそのまま利用して
も、また、新たに置換設置しても良く、更に、必要に応じて除去・追加する等しても良い
ものである。
【００１９】
上記のごとき大型浮体構造物１０の構築方法では、まず浮消波堤２０を海底に係留して設
置し、この浮消波堤２０に結合することで位置決めされたセグメント１２を、浮消波堤２
０によって形成された静穏域で結合して中間ユニット１１を構築すると共に、このように
して構築された中間ユニット１１を結合して大型浮体構造物１０を構築する。
【００２０】
これにより、波浪の影響を受けることなく設置海域でセグメント１２を位置決め・接合し
て大型浮体構造物１０を構築することができ、大型浮体構造物１０を構築するために静穏
域を形成する施設と、設置後の消波構造体（浮消波堤２０）を兼用することで、工程の簡
略化によって工事期間を短縮できると共に、建設コストを低減できるものである。
【００２１】
尚、上記構成例では浮消波堤２０にセグメント１２Ａを結合する結合係留部材としてチェ
ーン等両者の自由な移動を妨げない索部材によって形成された位置決め連結索６１を用い
たが、結合係留部材はこれに限るものではなく、浮消波堤２０とセグメント１２Ａの相対
変位を許容し得る構成であれば適宜変更可能なものである。
【００２２】
【発明の効果】
　以上述べたように、本発明に係る大型浮体構造物の構築方法によれば、浮体構造物の設
置域に消波構造体を海底に固定されたアンカーと係留索を介して設置した後、前記消波構
造体に、中間部に中間ウェイトが介設された結合係留部材を介してセグメントを係留し、
前記係留されて位置決めされたセグメントに前記消波構造体による静穏域で順次セグメン
ト同士の相対変位を許容する相互結合部材を介して接合して前記浮体構造物を構築するこ
とにより、波浪の影響を受けることなく設置海域でセグメントを接合して大型浮体構造物
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を構築することができると共に、セグメントの位置決めに要する設備が不要となって工程
の簡略化によって工事期間を短縮でき、更に、大型浮体構造物を構築するために静穏域を
形成する施設と設置後の消波構造体を兼用できるために建設コストを低減できるものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明に係る大型浮体構造物の構築方法を適用して洋上に設置された大型浮体
構造物の平面図である。
【図２】図１のＸ部拡大図である。
【図３】大型浮体構造物の構築工程の説明図である。
【図４】図２と対応する工程途中の部分平面図である。
【符号の説明】
１０　大型浮体構造物
１２（１２Ａ，１２Ｂ）　セグメント
２０　浮消波堤（消波構造体）
６１　位置決め連結索（結合係留部材）

【図１】 【図２】
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